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中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金交付規程 

複数者連携デジタル化・ＡＩ導入枠 

 

令和８年（２０２６年）１月１６日 

 

（通則） 

第１条 中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に

ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。

以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号。）及びその他の法令の定め並びに独立行政法人中小企業基盤整備機

構（以下「中小機構」という。）の定める中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱（令

和２年１月２０日規程令１第３９号）によるほか、本規程の定めるところによる。  

  

（定義） 

第２条 本規程において「補助事業」とは、第３条に規定する生産性向上を図ることを目的とし、

ＩＴツールを導入する事業をいう。 

２ 本規程において「中小企業・小規模事業者等」とは、別紙１に記載する者をいう。 

３ 本規程において「補助事業グループ」とは、第７条に規定する要件を全て満たし、同一の補

助事業を実施する事業者のまとまりのことをいう。 

４ 本規程において「グループ構成員」とは、第７条に規定する補助事業グループに属する代表

事業者及び参画事業者をいう。「補助事業グループ」のグループ構成員は１０者以上でなけれ

ばならない。 

５ 本規程において「代表事業者」とは、「グループ構成員」のうち、第７条第１項及び第２項に規

定する要件を全て満たす者をいう。 

６ 本規程において「参画事業者」とは、「グループ構成員」のうち、第７条第１項及び第３項に規

定する要件を全て満たす者をいう。 

７ 本規程において「ＩＴ提供事業者」とは、本事業の目的等を理解し、これを実現するため、第５

条に規定する役割を担い、補助事業グループの事業遂行をサポートする者をいう。 

８ 本規程において「外部専門家」とは、本事業の目的等を理解し、これを実現するため、第６条

に規定する役割を担い、補助事業グループの事業遂行をサポートする者をいう。 

９ 本規程において「ＩＴツール」とは、グループ構成員が本事業で導入するソフトウェア(ＡＩを含

む。以下同じ。)・オプション・役務・ハードウェアの総称を指す。これらは、補助事業グループの

生産性向上に資するものでなければならない。 
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（交付の目的） 

第３条 本事業は、商業集積地やサプライチェーンに関連する複数の中小企業・小規模事業

者等が連携し、ＩＴツールを導入することにより生産性向上を図る取組に対して、「通常枠」よ

りも補助率を引き上げ、複数者へのＩＴツールの導入を支援するとともに、効果的に連携する

ためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援する

ことを目的とする。 

  

（事務局の設置） 

第４条 ＴＯＰＰＡＮ株式会社は、中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業事務局（以下「事務

局」という。）を設置し、補助金交付に必要な事務を実施する。  

  

（ＩＴ提供事業者の役割） 

第５条 ＩＴ提供事業者は、補助事業グループにより選定された、本事業で導入するＩＴツールを

提供するメーカー、ベンダー等を指し、ＩＴツールの導入・説明及び運用のサポートを行う。 

なお、ＩＴ提供事業者は、ＩＴツールを提供した補助事業グループか否かに関わらずグルー

プ構成員になることはできない。  

２ ＩＴ提供事業者は、グループ構成員に対して、ＩＴツールを円滑に導入する（本規程及び公

募要領等において事務局が定める業務等を行う）役割を担う。  

 

（外部専門家の役割） 

第６条 外部専門家は、グループ構成員が導入するＩＴツールから取得したデータ等を活用し、

マーケティングや効果的な情報発信及び新商品開発等の生産性向上に繋げる取組に対し

て助言を行う。 

なお、外部専門家は、助言等を行った補助事業グループか否かに関わらずグループ構成

員になることはできない。また、ＩＴ提供事業者が外部専門家になることも可能だが、ＩＴ提供

事業者としてグループ構成員に請求する費用と外部専門家の謝金として請求する内容は、

重複してはならない。  

２ 外部専門家は、補助事業グループが補助事業を円滑に遂行するための支援（本規程及

び公募要領等において事務局が定める業務等）を行う役割を担う。  

 

（補助金の交付対象者）  

第７条 本事業の補助金の交付対象者は、次の全ての要件に該当するグループ構成員とす

る。  

１  全グループ構成員に課す要件 
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一 補助事業グループの労働生産性（労働生産性の計算方法は、公募要領等に定める方

法によるものとする。以下同じ。）について、以下の要件を全て満たす２年間の事業計画を

策定し、実行すること。 

（１） 事業計画期間において労働生産性を年平均成長率５パーセント以上向上させるこ

と。ただし、ＩＴ導入補助金２０２４、ＩＴ導入補助金２０２５の通常枠又は複数社連携ＩＴ導

入枠の交付決定を受けた事業者が、本事業のグループ構成員に含まれる場合、労働生

産性を年平均成長率６パーセント以上向上させること。 

（２） 労働生産性の向上に向けた計画が実現可能かつ合理的であること。 

二 事務局が求める資料を事務局が別途定める期間内に、事務局が指定する方法で提出

できること。  

三 補助事業に係る全ての情報については、事務局から国及び中小機構に報告された

後、統計的な処理等により匿名性が確保されたうえで公表される場合があることについて

同意すること。  

四 申請する中小企業・小規模事業者等又はその法人の役員が、暴力団等の反社会

的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力か

ら出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。 

五 事務局が、本補助金の交付対象者として不適当であると判断する者でないこと。 

２  上記１に加え、代表事業者に課す要件 

一 下記のいずれかに属する者であること。  

（ⅰ） 補助事業の取りまとめ役及び事業の執行管理を担うことができる中小企業・小規模

事業者等であること。 

（ⅱ） 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関す

る法律（昭和３２年法律第１８５号）第９条ただし書きに基づく商店街組合又はこれを会

員とする商工組合連合会において法人格を有するもの。 

※商店街等とは、商店街その他の商業の集積（共同店舗・テナントビル等（※１）温泉

街・飲食店街等（※２）を含む。）又は問屋街・市場等（※３） 

※１：共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等

が主体となっているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者であること。 

※２：温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主

体となって街区を形成しているものであって、構成する店舗の多くが中小企業者

であること。 

※３：問屋街・市場等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定

多数の一般消費者を対象として事業を行い、開場時間が極めて限定的でないこと

が明らかとなっていること。  



4 

 

（ⅲ） 商工会法（昭和３５年法律第８９号）に規定する商工会  

（ⅳ） 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に規定する商工会議所  

二 日本国内で法人登記（法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて

公表されている。）され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の

実施場所を有する法人であること。  

三 ＧビズＩＤ プライムを取得していること。  

四 独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する「ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＡＣＴＩＯＮ」の「★

一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事

務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）と共有すること

に同意すること。 

五 自身及び参画事業者に関する第１２条の規定に基づく交付申請、第２１条の規定に基

づく実績報告及び第２４条の規定に基づく事業実施効果の報告等の取りまとめを行うこ

と。また、補助事業実施の先導・実施管理や事務局・ＩＴ提供事業者・外部専門家等との

コミュニケーション窓口など、各種手続・調整などを補助事業グループの中で主体的に

役割を果たすこと。  

３  上記１に加え、参画事業者に課す要件 

一 日本国内で法人登記（法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて

公表されている。）され日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施

場所を有する法人又は日本国内に補助事業の実施場所を有する個人であること。  

二 ＩＴ提供事業者が提供する、労働生産性の向上に資するＩＴツールを利用し、代表事業者

の管理のもとで、補助事業を遂行すること。 

三 独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が実施する「ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＡＣＴＩＯＮ」の「★

一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。  

 

（補助対象としない事業） 

第８条 国及び中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、

補助事業の対象として認めないものとする。  

 

（補助額、補助率及び補助対象経費）  

第９条 本補助金の補助額、補助率及び補助対象経費は、別表のとおりとする。  

  

（補助対象の範囲） 

第１０条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、次条に規定する補助事業の実施

期間内において発生し、かつグループ構成員による支払いが完了したものとする。  
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（補助事業の実施期間）  

第１１条 補助事業の実施期間は、交付決定日から事務局が別途定める期日までとする。  

  

（補助金の交付申請） 

第１２条 代表事業者は、補助事業に着手する前に、原則として、補助事業グループとしての

事業計画及び参画事業者の申請情報を取りまとめたうえで、電磁的方法（適正化法第２６条

の３第１項に規定する事務局が定めるものをいう。以下同じ。）により事務局に交付申請を行

うものとする。  

２   代表事業者は、事務局へ提出する申請情報（電磁的方法等により事務局へ提出される情報

を含む。）を、事務局が別途定める期日までの間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧

に供せるよう保存しておかなければならない。 

３ 代表事業者は、別表に記載の補助額の範囲内で交付申請を行うことができる。  

  

（申請方法） 

第１３条 代表事業者は、原則として、補助事業グループとしての事業計画及び参画事業者の

申請情報を取りまとめたうえで、前条の規定に基づく交付申請、第１５条の規定に基づく辞

退届、第１７条第１項の規定に基づく計画変更の届出、第１７条第３項の規定に基づく登録

変更の届出、第２０条の規定に基づく事故の報告、第２１条の規定に基づく実績報告、第２４

条の規定に基づく事業実施効果の報告及び第２９条の規定に基づく財産処分の承認申請

を、電磁的方法等により行うものとする。  

２   事務局は、次条第１項の規定に基づく交付決定の通知、第１９条の規定に基づく遅延の

報告に対する事務局の指示、第２０条の規定に基づく事故の報告に対する事務局の指示、

第２２条第２項の規定に基づく補助金の額の確定の通知、第２５条第１項の規定に基づく交付

決定の取消し、第２６条の規定に基づく補助金の返還命令、第２７条の規定に基づく加算金

の納付命令及び第２８条の規定に基づく延滞金の納付命令について、当該通知等を電磁的

方法等により行うものとする。  

３   事務局及びグループ構成員（各種手続は代表事業者が取りまとめるものとする。）は原則

として、第１項及び第２項のとおり電磁的方法等により各種手続を行うものとする。ただし、２０

３１年４月以降の手続方法についてはこの限りでない。  

 

（交付決定の通知） 

第１４条 事務局は、第１２条の規定に基づく交付申請があったときは、その内容を審査し、補

助金を交付すべきものと認めたときは、当該交付申請を行った補助事業グループのグルー

プ構成員に対して、交付決定通知書（様式第１）により通知するものとする。  

２ 事務局は、前項の通知にあたり、必要に応じて条件を付すことができる。  
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（申請の取下げ及び交付後の辞退） 

第１５条 前条による交付決定通知を受領したグループ構成員は、前条の規定による通知の内

容に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げる場合は、代表事業者が取りまとめた

うえで、補助金の交付を受けるまでにその旨を記載した辞退届を、電磁的方法等により事務

局に提出し、事務局の承認を受けなければならない。  

２  グループ構成員は、補助金の交付を受けた後にＩＴツールの解約・利用停止や廃業等に

より、補助事業を辞退する場合には、原則として、代表事業者が取りまとめたうえで、速やか

にその旨を記載した辞退届を、電磁的方法等により事務局に提出しなければならない。  

 

（補助事業の経理等） 

第１６条 グループ構成員は、補助事業の経費については、補助事業に係る全ての証拠書類

を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなけれ

ばならない。  

２   グループ構成員は、前項の補助事業に係る全ての証拠書類を、補助事業の完了（廃止の

場合を含む。）の日の属する年度の終了後５年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲

覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

 

（計画変更等の届出） 

第１７条 グループ構成員が、交付決定を受けた申請内容を変更しようとするときは、原則とし

て、代表事業者が取りまとめたうえで、速やかに計画変更届を電磁的方法等により事務局に

提出し、事務局の承認を受けなければならない。  

２   事務局は、前項の承認にあたり、必要に応じ条件を付すことができる。  

３   グループ構成員は、住所、代表者等の登録内容に変更が生じた場合、代表事業者が取り

まとめたうえで、速やかにその旨を記載した登録変更届を電磁的方法等により事務局に提出

しなければならない。  

 

（債権譲渡の禁止） 

第１８条 グループ構成員は、第１４条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全

部又は一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、信

用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に基づく

特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に基

づく金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。  

２   事務局が第２２条第２項の規定に基づく補助金の額の確定を行った後、グループ構成員

が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、当該グループ構成員が事務局に対して、民

法（明治２９年法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の
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特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下｢債権譲渡特例法｣という。）第４条第２項

に基づく通知を行う場合には、事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留するも

のとする。また、当該グループ構成員又は債権を譲り受けた者が民法第４６７条又は債権譲渡

特例法第４条第２項に基づく承諾の依頼を行う場合にあっては、事務局は次の各号に掲げる

異議を留めるものとする。 

一 事務局は、当該グループ構成員に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金

額と相殺又は譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。  

二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡又は

これへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。 

三 事務局は、当該グループ構成員による債権譲渡後も、当該グループ構成員との協議の

みにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受け

た者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影

響が及ぶ場合の対応については、専ら当該グループ構成員と債権を譲り受けた者の間の協

議により決定されなければならないこと。 

３   第１項ただし書に基づいて当該グループ構成員が第三者に債権の譲渡を行った場合に

おいては、事務局が行う弁済の効力は、事務局が支出の決定を行ったときに生ずるものとす

る。  

 

（遅延の報告） 

第１９条 代表事業者は、補助事業が第１１条に規定する補助事業の実施期間を超えて遅延

する見込みとなった場合には、原則として、速やかに補助事業の遅延を事務局に連絡し、そ

の指示を受けなければならない。  

 

（事故の報告） 

第２０条 代表事業者は、天災等グループ構成員の責めに帰することのできない事由により補

助事業の遂行が困難となった場合には、原則として、速やかに事故報告届を電磁的方法等

により事務局に提出し、その指示を受けなければならない。  

  

（実績報告） 

第２１条 グループ構成員は、原則として、第１３条第１項に規定する電磁的方法等により、事

務局に対して、実績報告を行わなければならない。なお、実績報告は、グループ構成員が

それぞれ行うこととする。 

２   グループ構成員は、実績報告を行うために用いた情報を、第１６条第２項に規定する期日

までの間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければな

らない。 
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（補助金の額の確定） 

第２２条 事務局は、前条第１項に規定する実績報告の提出を受けた場合には、当該報告の

検査及び必要に応じて調査等（以下「検査等」という。）を行うものとする。  

２   事務局は、前項の検査等により、第１４条第１項の交付決定の内容（第１７条第１項の規定

に基づく承認をした場合は、その承認された内容をいう。）及びこれに付した条件等に適合す

ると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書（様式第２）により代表事業者

に通知するものとする。 

３   事務局は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

４   補助事業者は、前項に規定する返還金を事務局が指定する期限までに納付しなかった場

合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付の額につき年利１０．９５パー

セントの割合を乗じて計算した延滞金を事務局に納付しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第２３条 事務局は、前条第２項の規定に基づく補助金の額の確定の通知後に、補助金の交

付を行うものとする。  

  

（事業実施効果の報告） 

第２４条 代表事業者は、原則として、参画事業者及びＩＴ提供事業者と協力して、事務局が定

める期間における生産性向上に係る情報等を記載した事業実施効果の報告を、電磁的方

法等により事務局に提出しなければならない。  

２ 代表事業者は、事業実施効果の報告を行うために用いた情報を、第１６条第２項に規定す

る期日までの間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなけ

ればならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第２５条 事務局は、グループ構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、第１４条第１項

の規定に基づく交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。   

一 以下のアからキのいずれかの事情が発生した場合  

ア  交付決定時に第１４条第２項に規定する条件又は不備があったにもかかわらず、事

務局が別途指定する期日までに条件に適合しなかった場合又は不備を訂正しなか

った場合 

イ  第１９条の規定に基づく遅延の報告をした後、事務局が別途指定する期日（遅延が

認められている期日）までに事務局の指示に従った資料等の提出をしなかった場合 
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ウ  事務局が別途指定する期日までに、正当な理由無く第２１条に規定する実績報告を

しなかった場合  

エ  実績報告提出後、事務局が別途指定する期日までに不備の訂正を完了しなかった

場合  

オ  補助金の額の確定の際、事務局が別途指定する期日までに、事務局へ請求の意思

を示さなかった場合 

カ  ＩＴ提供事業者又は外部専門家において、虚偽や不正等の不適当な行為の疑義が

生じ、調査等を行った結果、ＩＴ提供事業者又は外部専門家として不適当であると事

務局が判断した場合  

キ  その他本規程に規定する措置並びに事務局の指示及び事務局にて定める事項に違

反した場合 

二 虚偽申請等不正事由がある場合 

三 交付決定の内容又は目的に反して補助金を使用した場合 

四 補助対象となるＩＴツールを、いかなる事由であれ、導入日から一年未満で補助事業グ

ループが利用しなくなった場合又は実績報告で提出された利用期間未満で補助事業

グループが利用しなくなった場合（補助事業グループの責めに帰することのできない場

合を除く。） 

五 事務局の承認を受けず補助事業を廃止した場合 

六 補助事業を遂行する見込みがなくなった場合 

七 補助事業が事業実施期間内に終了しなかった場合 

八 グループ構成員同士の合併等により一のグループ構成員が二重に補助金を受給して

いるような外形が生じた場合 

九 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が

なくなった場合 

十 第一号から第九号の他、第３条の交付の目的に反する事由が生じた場合 

２   前項第一号から第四号及び第八号から第十号の規定は、第２２条第２項の規定に基づく

補助金の額の確定後においても適用されるものとする。 

３   第１項第一号（カ）の規定により、ＩＴ提供事業者又は外部専門家として不適当であると事

務局が判断した場合、当該ＩＴ提供事業者の役員等及び当該外部専門家が関与する他の交

付申請についても、事務局はその適格性を再度審査することができる。 

４   第１項第一号（カ）の規定により、ＩＴ提供事業者として不適当と判断された場合は、中小企

業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金におけるＩＴ導入支援事業者としての登録も取り消

されることがある。また、中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金におけるＩＴ導入支

援事業者としての登録が取り消された場合は、本規程におけるＩＴ提供事業者としても不適当

と判断し、第１項第一号（カ）を適用するものとする。 
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（補助金の返還） 

第２６条 グループ構成員は、前条第１項第一号から第四号及び第八号から第十号の規定に

基づく交付決定の取消しを受けた場合において、既に補助金の交付を受け、返還すべき金

額があるときは、当該金額を事務局が指定する期限までに、事務局が指定する方法で返還

しなければならない。 

  

（加算金） 

第２７条 グループ構成員は、前条に規定する補助金の返還を行う場合は、第２５条第１項第九

号に規定する事情により交付決定の取消しを受け、返還命令を受けた場合を除き、補助金

受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年利１０．９５パーセントの割

合を乗じて計算した加算金を事務局が指定する方法で納付しなければならない。 

 

（延滞金） 

第２８条 グループ構成員は、第２６条に規定する期限までに返還金（加算金がある場合には

加算金を含む。）を納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応

じ、未納付の額につき年利１０．９５パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を事務局に納

付しなければならない。 

 

（財産の管理及び処分） 

第２９条 グループ構成員は、補助対象経費により取得又は効用の増加した財産（以下「取得

財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもっ

て適切に管理しなければならない。また、取得価格の単価が５０万円以上の取得財産(以下

「処分制限財産」という。)については、これを補助金の交付の目的以外での使用、他の者へ

の貸付け、譲渡、他の物件との交換、廃棄又は債務の担保の用に供してはならない。ただ

し、あらかじめ事務局の承認を受けた場合は、この限りでない。 

２ グループ構成員は、処分制限財産については、取得財産等管理台帳（様式第３）を備え、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に基づく期間にお

いては、前項のとおり適切に管理しなければならない。 

３ 取得財産等の管理及び処分に際し承認が必要な期間は前項に定める期間とする。 

４ 事務局は、第１項の規定により承認を受けたグループ構成員が、当該承認に係る取得財

産等を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部に相当する金額を

納付させることができる。 

５ 前四項については、処分制限財産の所有権がグループ構成員に存しない場合は適用し

ない。 
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（立入調査） 

第３０条 事務局及び中小機構は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認める

ときは、グループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専門家に対し、補助事業に関する報告を

求め、事務局又は中小機構の指定する者が、グループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専

門家の事業所等に立ち入り、補助事業に係る全ての証拠書類その他の物件を調査し、関係

者に質問することができる。  

なお、本項による立入調査は事前に連絡なく行うことができる。 

２   前項の立入調査は、グループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専門家が有する補助事業

に係る全ての書類を対象とする。当該グループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専門家の関

連会社に限らず営業代理店等が介在した場合には、当該事業者に関する資料及び関係性

についても立入調査の対象とする。 

３   第１項の立入調査をグループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専門家が正当な理由なく

拒否した場合、事務局は第２５条第１項の規定に基づき交付決定の取消しを行うことができる

ものとする。 

 

（是正のための措置等） 

第３１条 事務局は、補助事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置

を取るべきことをグループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専門家に命ずることができる。 

２   グループ構成員は、補助事業を遂行するため売買、請負その他の契約をする場合は、当

該契約の相手方に対し、事務局が行う調査への協力を求めるための措置をとるものとする。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第３２条 グループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専門家は、補助事業の遂行に際し知り得

た第三者の情報について、当該情報を提供する者の指示に従う。また、特段の指示がない

ときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は

提供された目的以外に利用してはならない。 

なお、情報のうち第三者の秘密情報（事業関係者の個人情報等を含む。）については、機

密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表及び漏えいして

はならない。 

２   グループ構成員は、補助事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせる場

合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。グループ構成員又は履

行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為もグループ構成員による違反行為とみな

す。 

３   本条の規定は補助事業の完了後（廃止の場合を含む。）も有効とする。 
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（反社会的勢力排除に関する誓約） 

第３３条 グループ構成員、ＩＴ提供事業者及び外部専門家は、別紙２の反社会的勢力排除に

関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認し、交付申請をもってこれに同意した

ものとする。 

２  ＩＴ提供事業者及び外部専門家は、別紙２の反社会的勢力排除に関する誓約事項について、

補助金の交付申請をもってこれに同意したものとする。  

 

（その他） 

第３４条 事務局は、本規程に定める事項のほか、補助事業の円滑かつ適正な運営を行うため

に必要な事項について別途定める。 

 

附則  

本規程は、令和８年（２０２６年）１月１６日より施行する。 
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（別表）  

１． 経費区分、補助対象、補助額、補助率、補助対象経費及び補助金の上限額  

経費区分 補助対象 補助額 補助率 補助対象経費 
補助金 

の上限額 

インボイス

対応類型

の要件に

属 す る 経

費  

ＩＴツール（ソフト

ウェア・オプショ

ン・役務） 

～ ３ ５ ０

万円 

内、～５０

万円以下 

３／４、

４／５ 

以内＊１ 
ソフトウェア購入費
＊２、クラウド利用費

（最大２年分）＊２、

導入関連費、ハー

ドウェア購入費 

３，０００万円 

内、５０ 万

円超～３５

０万円 

２／３ 

以内 

ＰＣ・タブレット 

等 
～１０万円 

１／２ 

以内 

レジ・券売機 ～２０万円 
１／２ 

以内 

上記類型

の要件に

属 さ な い

複数者連

携 デ ジ タ

ル 化 ・ ＡＩ

導入枠特

有の経費 

消費動向等 

分析経費 

５０万円×グループ構

成員数＊３ 

２／３ 

以内 

各種システム＊４、 

ソフトウェア購入 

費＊２、クラウド利 

用費（１年分）＊２、

導入関連費  

ＡＩカメラ・ビーコ 

ン・デジタルサイネ

ージ等 

代表事業者が

参 画 事 業 者 を

取りまとめるた

めに要する事務

費、外部専門家

謝金・旅費 

インボイス対応類型の

要件に属する経費と

消費動向等分析経費

を加えた費用の１０パ

ーセント 

２／３ 

以内 

 

２００万円 

*１ 中小企業は、補助率３/４以内。小規模事業者は、補助率４/５以内。 

*２ 会計、受発注、決済のいずれかの機能を有するもの。  

*３ 本補助事業で消費動向等分析経費の対象となるＩＴツールを導入するグループ構成員が

対象となる。  

*４ 対象例（消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨シ

ステム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等） 

  



14 

 

２． 補助対象となるハードウェアについて 

本事業において、補助対象となるハードウェア購入費の内訳は以下に限定する（以下に該

当しない機器及び周辺機器の購入費は補助対象外）。  

ハードウェア 

購入費の内訳  
補助対象  

ＰＣ・タブレット等  PC、タブレット、プリンター、スキャナー、複合機  

レジ・券売機  ＰＯＳレジ、モバイルＰＯＳレジ、券売機  



15 

 

別紙１ 

一 中小企業等は次の表に該当する者を指す。  

業種分類 定 義 

① 製造業（ゴム製品製造業を除く。）、建設業、運輸業  
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人事業主   

② 卸売業   
資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主  

③ サービス業（ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館

業を除く。）   

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時

使用する従業員の数が１００人以下の会社及び個人事業主   

④ 小売業   
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時

使用する従業員の数が５０人以下の会社及び個人事業主   

⑤ ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチュー

ブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 

※）自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業は①に該当。   

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が９００人以下の会社及び個人事業主   

⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業   
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人事業主  

⑦ 旅館業   
資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社又は常時

使用する従業員の数が２００人以下の会社及び個人事業主   

⑧ その他の業種（上記以外）   
資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社又は常時使

用する従業員の数が３００人以下の会社及び個人事業主   

⑨ 医療法人、社会福祉法人   常時使用する従業員の数が３００人以下の者   

⑩ 学校法人   常時使用する従業員の数が３００人以下の者   

⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所   常時使用する従業員の数が１００人以下の者   

⑫ 中小企業支援法第２条第１項第４号に規定する中小企業

団体   

上記①～⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従

業員規模以下の者   

⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会   
上記①～⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従

業員規模以下の者   

⑭ 財団法人（一般・公益）、社団法人（一般・公益）   
上記①～⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従

業員規模以下の者   

⑮ 特定非営利活動法人   
上記①～⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従

業員規模以下の者   

 

二 小規模事業者は、第一号に定める中小企業等であって、次の表に該当する者を指す。  

業種分類 定 義 

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く。）  常時使用する従業員の数が５人以下の会社及び個人事業主  

サービス業のうち宿泊業・娯楽業  常時使用する従業員の数が２０人以下の会社及び個人事業主 

製造業その他  常時使用する従業員の数が２０人以下の会社及び個人事業主 

※ 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第２０条に規定する「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。なお、会社役員及

び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。  

※ 「中小企業等の定義」における業種分類⑨～⑮に規定する組織形態の者については、小規模事業者に該当しないものとす

る。 
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三 一及び二を満たす者であって、以下のいずれにも該当しないこと。 

(１) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有してい

る中小企業・小規模事業者等  

(２) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小

企業・小規模事業者等  

(３) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小

企業・小規模事業者等  

(４) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を（１）～（３）に該当する中小企業・小規模事

業者等が所有している中小企業・小規模事業者等  

(５) （１）～（３）に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が、

役員の全てを占めている中小企業・小規模事業者等  

(６) 確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平

均額が１５億円を超える中小企業・小規模事業者等 

なお、大企業とは、中小企業・小規模事業者等以外の者であって、事業を営む者をいう。

ただし、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社、投資事業

有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合のいずれかに該当する

者については、大企業として取り扱わないものとする。  
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別紙２  

反社会的勢力排除に関する誓約事項  

  

当法人（個人である場合は私）は、補助金の交付の申請をするにあたって、また、補助事業

の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓

約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は

一切申し立てません。  

記  

 

(１) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

(２) 暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

(３) 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を

背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し

資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するも

のをいう。以下同じ。）  

(４) 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員

若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しく

は運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴

力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。）  

(５) 総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うお

それがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）  

(６) 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利

益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者を

いう。）  

(７) 特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的

な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。）  

(８) 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者 

イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。  

ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められる

こと。  

ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって前各号に掲げる者を利用したと認められること。  

ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られること。  

ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難

されるべき関係にあると認められること。   
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中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金交付規程 

 

 

 

様式集  

 

 

（様式第１） 交付決定通知書【第１４条関係】  

（様式第２） 確定通知書【第２２条関係】  

（様式第３） 取得財産等管理台帳【第２９条関係】  

     



（様式第１）  

（文書番号） 

年   月   日 

補助事業グループ名 

代表事業者名  

中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業事務局 

事務局長 

                                 

中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金 

交 付 決 定 通 知 書  

  

  独立行政法人中小企業基盤整備機構による中小企業生産性革命推進事業の一環として実施さ

れている中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金に係る、年  月  日付け補助金交付申

請については、中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金交付規程（以下「交付規程」とい

う。）第１４条第１項の規定により、下記のとおり決定したので通知します。  

  

記  

 

１． 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。     

補助対象経費                                         円  

補助金の額                                  円  

２． 補助金の額の確定は、実支出額に補助率を乗じて得た額又は交付決定された補助金の額 

（変更された場合は、変更された額とする。）のいずれか低い額とする。  

３． グループ構成員が、本通知に対して不服があり、交付申請を取り下げる場合は、代表事業者

が取りまとめたうえで、補助金の交付を受けるまでにその旨を記載した辞退届を、電磁的方法

等により事務局に提出し、事務局の承認を受けなければならない。  

４． 代表事業者は、事務局へ提出する申請情報（電磁的方法等により事務局へ提出される情報

を含む。）を、事務局が別途定める期日までの間、事務局の要求があったときは、いつでも閲

覧に供せるよう保存しておかなければならない。  

５． グループ構成員は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、同法施行令及び交

付規程の定めるところに従うこと。また、交付申請時に宣誓した事項について遵守しなければ

ならない。虚偽や不正、業務の怠慢及び情報の漏えい等、不適当な行為が発覚した場合、交

付規程第２５条の規定に基づき交付決定の全部又は一部が取消しとなることに留意すること。  

  

（備考）用紙のサイズは、Ａ４とする。  

  



 

 

（様式第２）  

（文書番号） 

年   月   日 

補助事業グループ名 

代表事業者名  

   中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業事務局 

事務局長 

                                 

中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金 

確 定 通 知 書 

  

  独立行政法人中小企業基盤整備機構による中小企業生産性革命推進事業の一環として実

施されている中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助金に係る、年  月  日付け（文書番

号）をもって交付決定した補助事業について、中小企業デジタル化・ＡＩ導入支援事業費補助

金交付規程（以下「交付規程」という。）第２２条第２項の規定により、補助金の額等を下記のと

おり確定したので通知します。  

  

記  

  

  

補助金の確定額     金                      円也  

  

補助金交付決定額   金                      円也  

  

  

１． グループ構成員は、補助事業の経費については、補助事業に係る全ての書類を事務局が別

途定める期日までの間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておか

なければならない。  

２． 交付規程第２５条に規定するいずれかに該当する場合、交付決定の全部又は一部が取消しと

なる。また上記取消しを受けた際、交付規程第２６条に規定する金額を事務局が指定する期限ま

でに、事務局が指定する方法で返還しなければならない。  

 

（備考）用紙のサイズは、Ａ４とする。 



 

 

（様式第３）  

  

取得財産等管理台帳 

補助事業グループ名  

補助事業者名  

事業実施責任者  

（注１）対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が５０万円（消費税抜き）以上の財産とする。  

（注２）財産名の区分は、（イ）構築物（ロ）機械装置・工具器具（ハ）その他。  

（注３）数量は、同一規格等であれば一括して記入して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記入すること。  

（注４）取得年月日は、検収年月日を記入すること。  

（注５）用紙のサイズは、Ａ４とする。  

区分 

（注２） 
財産名 

規格 

（型式） 
単位 

数量 

（注３） 
単価(円) 

金額(円) 

（注１） 

取得年月日 

（注４） 
保管場所 備考 

                 


